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会議の場所 本巣市役所 本庁舎 ３階 大会議室

会 議 令和８年３月２４日 火曜日 午後１時３０分

出 席 者 教育委員 小澤 明年

教育委員 黒田 隆吉

教育委員 松浦 尚美

教育委員 藤木 節子

本委員会に職員として出席した者の職氏名

教育委員会事務局 髙木 孝人 教育委員会事務局長

兼教育総務課長

薄田 茂樹 参事兼学校教育課長

脇田 純一 幼児教育課長

新井 恒雄 学校教育課主幹

登尾 裕美 幼児教育課主幹

小林 恵美 教育総務課総括課長補佐

吉田 征司 学校教育課課長補佐

翠 巌 学校給食センター所長

中野 徳和 社会教育課課長補佐

廣瀬 義隆 社会教育課課長補佐

議 題

議第１１号 令和８年度本巣市教育委員会事務局職員人事について

議第１２号 本巣市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規

則について

その他

（１）本巣市学校給食センター調理業務等委託事業者選定委員の選出につい

て

（２）次回教育委員会開催期日について



開会 午後１時３０分

小澤職務代理者：開会を宣告した。

小澤職務代理者：各課からの報告を求めた。

薄田課長 ：資料に基づき説明した。

脇田課長 ：資料に基づき説明した。

中野課長補佐 ：資料に基づき説明した。

小澤職務代理者：議第１１号「令和８年度本巣市教育委員会事務局職員人事に

ついて」を議題とし、事務局に説明を求めた。

髙木事務局長 ：本巣市教育委員会事務局職員の人事異動について本巣市教育委

員会教育長事務委任規則第２条の規定により、承認を求める旨

を告げ資料に基づき説明した。

小澤職務代理者：質問はないか。

小澤職務代理者：質問等がないことを確認し、原案のとおり承認するかを諮っ

た。

小澤職務代理者：異議がなかったため原案のとおり承認した。

小澤職務代理者：議第１２号「本巣市学校給食センター条例施行規則の一部を

改正する規則について」を議題とし、事務局に説明を求めた。

翠所長 ：給食費の改定に伴い、学校給食センターの管理運営に関し、

必要な事項を定める学校給食センター条例施行規則について、

所要の改正を行う旨を告げ資料に基づき説明した。

小澤職務代理者：質問はないか。

小澤職務代理者：質問等がないことを確認し、原案のとおり承認するかを諮っ

た。

小澤職務代理者：異議がなかったため原案のとおり承認した。

小林総括補佐：日程５「その他」について説明を求めた。

翠所長 ：（１）本巣市学校給食センター調理業務等委託事業者選定委員

の選出について



本巣市学校給食センター調理業務等委託事業者選定委員会

設置要綱第３条に規定する教育委員代表として、松浦委員を

選出

小林総括補佐：（２）次回教育委員会開催期日について諮り、４月２４日（金）

午後１時３０分に決定した。

小林総括補佐：以上で提案された案件は終了した旨を告げ、委員会を閉会とし

た。

閉会 午後１時５５分


